
様 式 第 ５ 号 (第 １ ５ 条 関 係 ) 

審議会会議録  

審 議 会 等 の 名 称  令 和 ７ 年 度 第 ４ 回 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 推 進 審 議 会  

開 催 日 時  
令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日 （ 木 曜 日 ）  

 午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ２ 時 ４ ２ 分 ま で  

開 催 場 所  巣 南 公 民 館  １ 階  ふ れ あ い ホ ー ル  

議 題  

( 1)  瑞 穂 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 （ 区 域 施 策 編 ）  

（ 案 ） に 対 す る パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 実 施 結 果 に つ  

い て  

( 2)  瑞 穂 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 （ 区 域 施 策 編 ）  

（ 案 ） （ 最 終 案 ） に つ い て  

出 席 委 員  

 

欠 席 委 員  

出 席 委 員  １ ３ 名  

中 村 一 秀 委 員 、 児 玉 和 子 委 員 、 林鉄雄委員、 河 野 秀 明 委

員 、 淺 野 竜 也 委 員 、 大野正博委員、青木佳史委員、坪井久

宣委員、矢崎 斉委員、牛垣誠委員、野 村 泰 文 委 員 、 山 本

康 義 委 員 、 西 脇 壮 洛 委 員  
（ 順 不 同 ）  

欠 席 委 員   ２ 名  

藤 本 太 一 委 員 、 廣 瀬  眞 人 （ 順 不 同 ）  

 

公 開 ・ 非 公 開 の

区 分  

（ 非 公 開 理 由 ）  

 

公   開    ・   非  公  開   

傍 聴 人 数  １ 人  

 

 

審 議 の 概 要  

 

 

 

 

 

 

 

あいさつ 

 

【事務局】 

本日の会議は、委員総数１５名に対し過半数を超える１３名

の出席があるため、瑞穂市附属機関設置条例第８条の規定に基

づき、本会議は成立している。 

本会議について、瑞穂市審議会設置、運営等に関する要綱第

１１条の規定により原則公開すること、また、同要綱第１２条

の規定より傍聴を認めることを各委員に確認し決定した。 

 



 

 

 

 

 

 

  

【事務局】 

（１）  瑞穂市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）に

対するパブリックコメント実施結果についての説明を行

った。 

 

【Ｆ委員】 

パブリックコメント No.1 の太陽光パネルに関する意見につ

いて、回答が２つに分かれており、１ページ目では計画修正

無、２ページ目では計画修正有となっている。いずれも同様の

趣旨の意見に見受けられるが、どのような整理でこのようにな

っているのか。 

 

【事務局】 

１ページ目に記載したガイドラインの設置については、計画

への反映が難しい内容であるため、計画修正無とした。一方、

２ページ目に記載した法令遵守に関する内容については、前提

条件として明記すべき事項であると考え、記載したものであ

る。 

 

【Ｆ委員】 

計画修正の有無については、整理の仕方として有に統一した

方がよいのではないか。 

 

【事務局】 

同様の意見に対して有と無が混在しているのは適切ではない

とのご指摘であると認識した。ご指摘を踏まえ、無という表記

は用いず、有とした上で回答内容を整理・修正する。 

 

【事務局】 

（２）瑞穂市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（最終 

案・補足資料）について説明を行った。 

 

【Ａ委員】 

40 ページに各部門の記載があるが、瑞穂市の行政としての

取組についてどのように位置づけられるのか、追記することは

可能か。 

また、52 ページに 2030 年までに調達電力の 60％を再生可能

エネルギーとする目標が示されているが、太陽光発電の導入を

進める中で実現可能なのか。 

 

【事務局】 



瑞穂市においては、調達電力の再生可能エネルギー化を進め

ており、再エネプランへの切替を公共施設で実施している。公

共施設からの排出量は「業務その他」部門に含まれる。 

また、市の取組については「事務事業編」に整理されている

ため、あわせて参照いただきたい。 

 

【Ａ委員】 

再エネ電力への切替は進めているとのことだが、公共施設へ

の太陽光パネル設置については積極的に進める予定はないの

か。 

 

【事務局】 

公共施設への太陽光パネル設置については、建物の構造上の

制約等もあり、現時点ですぐに導入を進めることは難しい。 

一方で、今後はペロブスカイト太陽電池など新たな技術の活

用可能性もあるため、導入について検討する余地はあると考え

ている。 

 

【Ａ委員】 

本計画は一般家庭や事業者への導入を促す内容となっている

ため、市としての取組を積極的に発信し、市民にも取組を促し

ていくことが重要ではないか。 

 

【事務局】 

行政の取組を示した方がよいとのご意見については、今後の

参考としたい。再エネ電力について補足すると、高圧電力につ

いては再エネプランへ切替を行っているが、低圧電力について

は費用対効果の課題もあり現時点では切替が進んでいない。今

後、費用面の調整が可能となれば切替を検討していく。 

また、施設整備については、新庁舎建設時には太陽光発電や

蓄電池の導入を検討していくが、今後施設整備を行う際には、

補助金等を活用しながら再生可能エネルギー設備の導入を検討

していく。 

 

【Ａ委員】 

計画策定に当たり、委員の意見を十分に聞く機会がやや少な

かったように感じる。また、バイオマスに強い関心があるた

め、そのような取組を実際に見学する機会等を設けることも有

意義ではないかと考える。あわせて、自治会として何ができる

のか、またそれぞれの立場の人がどのような行動を取ればよい

のかといった点についても、計画の中で示していけるとよいの



ではないか。 

 

【会長】 

各委員それぞれの立場から、今後どのようなことができるか

について意見を出していただければと思う。 

また、委員の任期は来年まで続くため、次年度以降も引き続

き提言いただきたい。 

 

【Ｂ委員】 

今回初めて参加したが、非常に難しい計画であると感じた。

一方で、女性の会として協力できる部分については、今後協力

していきたい。 

 

【Ｃ委員】 

農業委員会の立場として、農地を守っていくことが地球温暖

化防止への貢献につながると考えている。 

 

【Ｄ委員】 

商工会として協力できることについては、今後協力していき

たい。あわせて、国や県の補助金は使いにくい面があるため、

より使いやすい補助制度があれば紹介いただく、あるいは新た

に整備いただけるとありがたい。 

 

【Ｅ委員】 

小学生も環境学習を行っている。本計画書は瑞穂市の状況が

分かりやすく記載されているため、子どもたちが学び、考える

機会につながるとよい。子どもたちは将来大人になっていくた

め、そのような学びが地球温暖化防止への貢献につながるので

はないか。 

 

【Ｈ委員】 

田んぼに太陽光発電設備が設置され、農地が失われてしまう

ような事例も見受けられる。このような会議に参加している立

場として、自分自身でも何ができるかを考え、提言できるよう

にしていきたい。 

 

【Ｉ委員】 

審議会の中で、委員が所属する会社等の取組を見ていくこと

についても、今後検討してはどうか。 

 

【Ｍ委員】 



難解な内容をそのまま示しても、市民にとっては理解しにく

い面があると思われる。そのため、現在行っている取組が本計

画のどの部分に結びつくのかを分かりやすく示していくことが

重要ではないか。 

 

【Ｇ委員】 

計画を策定するだけでなく、その後の進捗管理をしっかり行

いながら進めていくことが重要である。本計画を骨格として、

具体的な施策を着実に実行していければよいと考える。 

 

【Ｌ委員】 

現在、バイオマス発電事業において、刈草など従来は廃棄さ

れていたものを燃料として活用することを検討している。発電

所の見学も可能であるため、必要に応じて見学の機会として活

用いただければと思う。 

また、各家庭においても電力契約の切替により再生可能エネ

ルギーを利用することが可能であり、これも有効な取組の一つ

であると考える。 

 

【Ｉ委員】 

電力については再エネプランを利用しているが、自社ではエ

ネルギー使用の約７割をボイラーが占めており、削減が難しい

状況にある。また、ベトナムではもみ殻を活用したバイオマス

の取組も見られる。 

こうした他地域や他社の事例を見ることが、分かりやすく参

考になるため、そのような機会を設けることができるとよい。 

 

【Ｆ委員】 

委員の意見をもう少し聞く機会があれば、よりよい計画書に

なった可能性がある。ただし、本計画はあくまで計画であり、

今後は委員の意見も聞きながら実行していくことが重要であ

る。地道な取組も大切であるため、着実に計画を進めていくこ

とが望まれる。 

また、この計画書自体は通常あまり目にする機会がないもの

と思われるが、学校教育の資料としては有用であると考える。

子どもたちに説明し、考える機会を設けていくことも重要では

ないか。 

 

【会長】 

計画を策定したことがゴールではなく、ここからがスタート

である。今出された意見についても、今後の運用の中に取り入



れていければよいと考える。 

 

【事務局】 

会長、副会長、委員の皆様におかれましては、昨年の８月よ

り７か月にわたり、本計画の策定にあたりご審議いただき誠に

ありがとうございました。  
今後、瑞穂市といたしましても、計画の実行に向けて進めて

まいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  
今後の審議会の予定としましては、毎年に１回は審議会を開

催し、進捗管理の状況などをご報告させていただきたいと考え

ております。  
 

【会長】  
ありがとうございました。本日の検討事項は終了いたしまし

た。これで本日の議長を終えさせていただきます。ありがとう

ございました。  
 
【事務局】  

本日は長時間にわたり忌憚のないご意見をいただき感謝申し

上げます。 

以上で本審議会を終了となります。 

 
閉会   

事 務 局  

 （ 担 当 課 ）  

瑞穂市 環境経済部 環境課  
   ＴＥＬ ０５８－３２７－４１２７ 

   ＦＡＸ ０５８－３２７－２１１２ 

   e-mail  kankyou@city.mizuho.lg.jp 
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